
宮 崎 県 公 報

宮崎県告示第 613号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第49条の規定により、医療

扶助のための医療を担当させる機関を次のとおり指定した。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 614号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２の規定により、

指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 届出をした指定医療機関の名称及び所在地

２ 届出事項

宮崎県告示第 615号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２の規定により、

指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 616号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項の規定に

より、介護扶助のための居宅介護を担当させる機関を次のとおり指

定した。

平成20年８月７日
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目 次

告告 示示

指定年月日所 在 地名 称

平成20年７月８日宮崎県延岡市出北６丁

目1658番地１

出北眼科

平成20年６月１日宮崎県延岡市大門町 1

81番地１

白坂内科医院

平成20年７月１日宮崎県延岡市出北６丁

目1665−１

ハラダ調剤薬局

西出北店

平成20年７月１日宮崎県西諸県郡高原町

西麓 432−１

ハロー薬局 高原

店

変 更

年月日

指定医療機関の所在地

変 更 後変 更 前

平成20年

６月21日

宮崎県児湯郡新富町富田

３丁目51番地

宮崎県児湯郡新富町大字

上富田7760番地

所 在 地名 称

宮崎県児湯郡新富町大字上富田7760番地たにはた整形外

科

廃止年月日所 在 地名 称

平成20年５月31日宮崎県延岡市大門町 1

88番地

白坂内科医院
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宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 617号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項の規定に

より、介護扶助のための施設介護を担当させる機関（介護老人福祉

施設）を次のとおり指定した。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 618号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事

業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

２ 届出事項

宮崎県告示第 619号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事

業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

２ 届出事項

宮崎県告示第 620号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事

業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

指定年月日所 在 地名 称

平成20年４月１日宮崎県東臼杵郡椎葉村

大字下福良1829−２

特別養護老人ホー

ム平寿園

指 定

年月日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成20年

６月１日

宮崎県北諸

県郡三股町

大字長田12

70番地

社団法人八

日会大悟病

院

宮崎県北諸

県郡三股町

大字長田12

70番地

社団法人八

日会

平成20年

４月１日

宮崎県西諸

県郡野尻町

大字東麓11

70

医療法人友

愛会野尻中

央病院 訪

問看護ステ

ーション夢

の杜

宮崎県西諸

県郡野尻町

大字東麓11

70

医療法人友

愛会

平成20年

４月１日

宮崎県南那

珂郡北郷町

大字大藤乙

402番地１

デイサービ

ス コウセ

イ

宮崎県南那

珂郡北郷町

大字大藤乙

402番地１

有限会社コ

ウセイ

平成20年

７月１日

宮崎県西諸

県郡野尻町

大字東麓10

85番地２

ヘルパース

テーション

やわらぎ

宮崎県西諸

県郡野尻町

大字東麓10

89番地１

株式会社和

平成20年

７月11日

宮崎県東臼

杵郡門川町

加草1629番

地

夢くらぶデ

イサービス

宮崎県東臼

杵郡門川町

加草５丁目

52番地

特定非営利

活動法人夢

くらぶ

居宅介護事業所居宅介護事業者

所 在 地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

宮崎県延岡市伊形

町5216番地13

セントケ

ア訪問看

護ステー

ション延

岡

宮崎県宮崎市祇園

３丁目 190番地

セントケ

ア宮崎株

式会社

変 更

年月日

居宅介護事業所の所在地

変 更 後変 更 前

平成20年

６月１日

宮崎県延岡市緑ケ丘２丁

目11番24号

宮崎県延岡市伊形町5216

番地13

居宅介護事業所居宅介護事業者

所 在 地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

宮崎県延岡市永池

町２丁目１番１号

高野ビル

セントケ

ア延岡

宮崎県宮崎市祇園

３丁目 190番地

セントケ

ア宮崎株

式会社

変 更

年月日

居宅介護事業所の所在地

変 更 後変 更 前

平成20年

６月１日

宮崎県延岡市緑ケ丘２丁

目11番24号

宮崎県延岡市永池町２丁

目１番１号 高野ビル
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２ 届出事項

宮崎県告示第 621号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事

業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

２ 届出事項

宮崎県告示第 622号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支

援事業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護支援事業所）

２ 届出事項

採石法（昭和25年法律第 291号）第32条の13第１項の規定により、

採石業務管理者試験を次のとおり実施する。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 試験の日時

平成20年10月10日（金曜日）午前10時から正午まで

２ 試験の場所

宮崎市橘通東２丁目１０番１号

宮崎県庁７号館 744号室

３ 受験願書の受付期間

平成20年９月１日（月曜日）から９月19日（金曜日）まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。なお、郵送の場合、９月19日の消

印のあるものまで有効とする。）

４ 受験願書の提出先

宮崎市橘通東２丁目１０番１号

宮崎県商工観光労働部工業支援課

５ 手数料

8,000円（宮崎県収入証紙により納付すること。）

６ その他

茨 受験願書は、宮崎県商工観光労働部工業支援課において配布

する。

なお、郵送を希望する場合は、返信用封筒（21センチ５ミリ

×30センチ以上）に切手をはり、あて先明記の上、請求するこ

と。

また、県庁ホームページからダウンロードすることもできる。

芋 詳細については、宮崎県商工観光労働部工業支援課（電話0985

（26）7095）に問い合わせること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所 在 地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

宮崎県東臼杵郡門

川町大字門川尾末

字城屋敷3815番地

１

デイサー

ビスひむ

か

宮崎県東臼杵郡門

川町加草２丁目25

番地

特定非営

利活動法

人ひむか

福祉サー

ビス

変 更

年月日

居宅介護事業所の所在地

変 更 後変 更 前

平成20年

６月１日

宮崎県東臼杵郡門川町加

草２丁目25番地

宮崎県東臼杵郡門川町大

字門川尾末字城屋敷3815

番地１

居宅介護事業所居宅介護事業者

所 在 地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

宮崎県東臼杵郡門

川町平城西２番地

２号

訪問介護

事業所ひ

なた

宮崎県東臼杵郡門

川町加草２丁目25

番地

特定非営

利活動法

人ひむか

福祉サー

ビス

変 更

年月日

居宅介護事業所の所在地

変 更 後変 更 前

平成20年

６月10日

宮崎県東臼杵郡門川町加

草２丁目25番地

宮崎県東臼杵郡門川町平

城西２番地２号

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業者

所 在 地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

宮崎県東臼杵郡門

川町平城西２番地

２号

居宅介護

支援事業

所ひむか

福祉サー

ビス

宮崎県東臼杵郡門

川町加草２丁目25

番地

特定非営

利活動法

人ひむか

福祉サー

ビス

変 更

年月日

居宅介護支援事業所の所在地

変 更 後変 更 前

平成20年

６月10日

宮崎県東臼杵郡門川町加

草２丁目25番地

宮崎県東臼杵郡門川町平

城西２番地２号

公公 告告
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から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

マックスバリュ宮崎駅東店

宮崎市大和町９番２ 外

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

中村ビル株式会社 代表取締役 中村和子

宮崎市大和町26番地

３ 変更した事項

茨 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 坂野

邦雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

（変更後）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 築城

政雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

４ 変更の年月日

平成20年５月10日

５ 変更する理由

小売業者の代表者交替のため

６ 届出年月日

平成20年７月24日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

フェスティバルマート学園木花台

宮崎市学園木花台西１丁目３番１

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

植松石油商事株式会社 代表取締役 植松孝一

宮崎市橘通西4丁目2番30号

３ 変更した事項

茨 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 坂野

邦雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

株式会社キャンドゥ 代表取締役 城戸博司

東京都板橋区板橋３丁目９番７号

（変更後）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 築城

政雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

株式会社キャンドゥ 代表取締役 城戸博司

東京都板橋区板橋３丁目９番７号

４ 変更の年月日

平成20年５月10日

５ 変更する理由

小売業者の代表者交替のため

６ 届出年月日

平成20年７月24日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

マックスバリュ岡富店

延岡市中川原町２丁目4920番地
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２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

イオン九州株式会社 代表取締役 岡澤正章

福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目９番11号

３ 変更した事項

茨 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

（変更前）イオン九州株式会社 代表取締役 松井博史

（変更後）イオン九州株式会社 代表取締役 岡澤正章

芋 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 坂野

邦雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

スナップス販売株式会社 代表取締役 本田進

千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６番地

ニチデン商事株式会社 代表取締役 本坊典吉

鹿児島県鹿児島市城西３丁目８番15号

（変更後）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 築城

政雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

スナップス販売株式会社 代表取締役 成岡冨士

夫

千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６番地

ニチデン商事株式会社 代表取締役 本坊典吉

鹿児島県鹿児島市城西３丁目８番15号

４ 変更の年月日

茨 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

平成20年５月９日

芋 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成20年５月10日

５ 変更する理由

建物設置者及び小売業者の代表者交替のため

６ 届出年月日

平成20年７月24日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

マックスバリュ南延岡店・ダイソー南延岡店

延岡市構口町２丁目 204番地１ 外

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

オリックス不動産株式会社 代表取締役 西名弘明

東京都港区浜松町２丁目４番１号

３ 変更した事項

茨 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 坂野

邦雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

株式会社大創産業 代表取締役 矢野博丈

広島県東広島市西条吉行東１丁目４番14号

（変更後）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 築城

政雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

株式会社大創産業 代表取締役 矢野博丈

広島県東広島市西条吉行東１丁目４番14号

４ 変更の年月日

平成20年５月10日

５ 変更する理由

小売業者の代表者交替のため

６ 届出年月日

平成20年７月24日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規
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定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

くらし館綾店

東諸県郡綾町大字南俣字郷鴫 180

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

三井リース事業株式会社 代表取締役 宮崎幹士

東京都中央区八丁堀２丁目10番９号

３ 変更した事項

茨 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 坂野

邦雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

（変更後）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 築城

政雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

４ 変更の年月日

平成20年５月10日

５ 変更する理由

小売業者の代表者交替のため

６ 届出年月日

平成20年７月24日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

くらし館都北店

都城市都北町5980番地 外９筆

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

有限会社サン・ライズ 代表取締役 園田道雄

都城市上川東２丁目７号15番地

３ 変更した事項

茨 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 坂野

邦雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

（変更後）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 築城

政雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

４ 変更の年月日

平成20年５月10日

５ 変更する理由

小売業者の代表者交替のため

６ 届出年月日

平成20年７月24日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

くらし館田野店

宮崎市田野町字西ノ原2956−３ 外２筆
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２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

株式会社暮らしの舘 代表取締役 前田武徳

熊本県熊本市本荘３丁目３番３号

３ 変更した事項

茨 大規模小売店舗の所在地

（変更前）宮崎郡田野町字西ノ原2956−３ 外２筆

（変更後）宮崎市田野町字西ノ原2956−３ 外２筆

芋 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 坂野

邦雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

（変更後）マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 築城

政雄

福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目13番21号

４ 変更の年月日

茨 大規模小売店舗の所在地

平成18年１月１日

芋 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成20年５月10日

５ 変更する理由

茨 大規模小売店舗の所在地

市町村合併に伴う住所変更のため

芋 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

小売業者の代表者交替のため

６ 届出年月日

平成20年７月24日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）附則第５条第１項

の規定により、大規模小売店舗の変更の届出があったので、届出書

その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

馬鹿正直 ながの屋 大塚店

宮崎市大塚台西１丁目１の17番地 外

２ 変更しようとする事項

茨 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

（変更前）南栄工業株式会社 代表取締役 石神栄志

都城市都北町5025

（変更後）南榮工業株式会社 代表取締役 石神憲一

都城市都北町5025番地

芋 大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）サンパーク大塚

宮崎市大塚台西１丁目１の17番地 外

（変更後）馬鹿正直 ながの屋 大塚店

宮崎市大塚台西１丁目１の17番地 外

鰯 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）南栄工業株式会社 代表取締役 石神栄志

都城市都北町5025

（変更後）株式会社永野 代表取締役 永野雄造

宮崎市佐土原町下田島9992−３

允 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

臼 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

（変更前）開店時刻 午前８時30分

閉店時刻 午後７時00分

（変更後）開店時刻 午前８時30分

閉店時刻 午後10時00分

３ 変更する年月日

平成20年７月29日

４ 上記２の変更に係るもの以外の事項

茨 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,195愛

芋 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

臼 駐車場の位置及び収容台数

建物敷地西側 74台

渦 駐輪場の位置及び収容台数

建物西側 20台

嘘 荷さばき施設の位置及び面積

建物北側（謂１）26愛、

建物北側（謂２）26愛

合計 52愛

唄 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

建物東側（謂１）４逢、

建物東側（謂２）６逢、

建物東側（謂３）５逢

合計 15逢

鰯 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

臼 来客が駐車場を利用することができる時間帯

建物敷地西側駐車場 午前８時00分〜午後11時30分

渦 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
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建物敷地南側１箇所、建物敷地東側１箇所、合計２箇所

嘘 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前７時00分〜午後６時00分

５ 届出年月日

平成20年７月28日

６ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課、

宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城県

税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務事

務所総務商工センター

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

７ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成20年８月７日から平成20年12月８日まで

８ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

第37期宮崎県労働委員会労働者委員（吉田幸太郎）から辞意の表

明があったため、労働組合法（昭和24年法律第 174号）第19条の12

第３項及び労働組合法施行令（昭和24年政令第 231号）第21条第１

項の規定により補欠の労働者委員を任命するので、委員の候補者を

推薦しようとする労働組合は、次により推薦してください。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 任命する補欠委員の数

労働者委員 １人

２ 推薦できるものの資格

労働者委員の候補者を推薦する資格のあるものは、宮崎県の区

域内のみに組織を有し、かつ、労働組合法第２条及び第５条第２

項の規定に適合する旨の宮崎県労働委員会の資格認証を得た労働

組合であること。

３ 推薦される候補者の資格等

労働組合法第19条の12第６項で準用する同法第19条の４第１項

の規定に該当しないこと。

なお、国家公務員法（昭和22年法律第 120号）第 104条、地方

公務員法（昭和25年法律第 261号）第38条、国会法（昭和22年法

律第79号）第39条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（

昭和31年法律第 162号）第６条等の法令により兼職の制限又は禁

止の規定のあることに注意すること。

４ 推薦する委員の候補者数

候補者の数は、制限しない。

５ 推薦期間

平成20年８月７日（木曜日）から平成20年８月25日（月曜日）

まで

６ 推薦の方法

推薦書（別記様式）に所定事項を記載し、宮崎県商工観光労働

部労働政策課、宮崎県日南県税・総務事務所、宮崎県都城県税・

総務事務所又は宮崎県延岡県税・総務事務所に提出すること。
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土地改良法（昭和24年法律第 195号）第67条第１項第１号の規定

により、坪谷川土地改良区（日向市）が解散した。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第68条第２項において準用

する同法第18条第16項の規定により、坪谷川土地改良区（日向市）

の清算人の就任について次のとおり届出があった。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した清算人

入札公告

一般競争入札を次のとおり実施する。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 競争入札に付する事項

茨 借入物品及び数量 宮崎県土木積算システムサーバ機器一式

芋 借入物品の特質等 仕様書による

鰯 納入期限 平成20年11月30日

允 契約期間 平成20年12月１日から平成25年11月30日まで（60

月）

印 納入場所 入札説明書及び仕様書による

咽 入札方法 茨の借入物品について入札を実施する。入札金額

は、賃貸借料一月当たりの単価に契約期間月数を乗じた金額を

記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載し

た金額に当該金額の 100分の５に相当する金額を加算した金額

（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の 105分の 100に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 契約に係る特約事項

茨 この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成

17年宮崎県条例第81号）第２条第１項第１号の規定による契約

であり、県は、上記１の允の契約期間において次に掲げる場合

のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。

ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契

約に違反した場合

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以後において本件

契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合

芋 県は、茨の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損

害については、その賠償の責めを負わないものとする。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格

茨 この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件

をすべて満たす者とする。

ア 平成20年宮崎県告示第 233号に規定する資格を有する者で、

業種がサービス(役務の提供)に関する業種で、営業種目が賃

貸業務で種目が電算機器又は営業種目が電算業務で種目が電

算処理（システム開発を含む。）、データエントリー及びそ

の他のものであること。

イ 納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。

ウ 納入する物品の機能が仕様を満たし、当該物品を確実に設

置、設定できると認められる者であること。

エ 本件の借入物品について、保守、点検、修理、部品の提供

等のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供

できると認められる者であること。

オ 納入する物品を第三者をして貸付けしようとする者にあっ

ては、当該物品を自ら貸付けできる能力を有するとともに、

第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者で

あること。

芋 入札に参加しようとする者は、茨イ、ウ、エ及びオの資格要

件を満たすことを証明する書類を平成20年８月29日までに提出

しなければならない。

なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは、

これに応じなければならない。

４ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 宮崎県県土整備部技術企画課技術基準担当

〒 880−8501 宮崎市橘通東２丁目10番１号

電話番号 0985（26）7178

芋 期間 平成20年８月７日から平成20年９月17日まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後

５時まで）

５ 入札説明書及び仕様書の交付

茨 場所 宮崎県県土整備部技術企画課技術基準担当

芋 期間 平成20年８月７日から平成20年８月29日まで

（土曜日及び日曜日を除く。午前９時から午後５時ま

で）

６ 入札説明会

入札説明会は実施しない。ただし、本件入札に関する質問につ

いては平成20年８月22日午後５時まで受け付ける。なお、入札に

関する質問にあっては個別に対応するが、入札に参加しようとす

る者全員に周知する必要があると判断したものに関しては、メー

ル又はホームページで通知する。

７ 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 宮崎県県土整備部技術企画課技術基準担当

芋 提出期限 平成20年９月17日午後５時00分

鰯 提出方法 持参又は送付（郵便にあっては、書留郵便に限る。

）により提出すること。

住 所氏 名

日向市東郷町山陰戊 554山 口 一 好

日向市東郷町山陰丁1209−14寺 原 治 幸

日向市東郷町下三ケ 205−３水 野 藤 雄

日向市東郷町坪谷1332竹 本 義 則

日向市東郷町山陰丁 486橋 口 幸 一

日向市東郷町山陰戊66甲 斐 民一郎

日向市東郷町坪谷 424−２寺 原 正
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８ 開札の場所及び日時

茨 場所 宮崎県庁１号館６階 161号室内

芋 日時 平成20年９月18日午後２時

９ 入札保証金

入札保証金については、宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則

第２号）第 100条の規定による。

10 入札の無効に関する事項

宮崎県財務規則第 125条に規定する入札は、無効とする。

11 落札者の決定方法

予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。

12 契約に関する事務を担当する部局

宮崎県県土整備部技術企画課技術基準担当

〒 880−8501 宮崎市橘通東２丁目１０番１号

電話番号 0985（26）7178

13 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

14 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達停止等を要請する場合がある。この場合、調

達手続の停止等があり得る。

鰯 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

15 Summary

茨 Product& Quantity:Servermachineryforcivil

engineeringintegrationsystem;1set

芋 ProposalDeadline:September17,2008by5:00p.m.

鰯 DepartmentinCharge:TechnicalStandardsSupervisor

oftheEngineeringPlanningDivision;PrefecturalLand

DevelopmentDepartment;MiyazakiPrefecturalGovern-

ment;

Tachibana-doriHigashi2-10-1,MiyazakiCity,880-8501,

Japan;

TEL:0985-26-7178

入札公告

一般競争入札を次のとおり実施する。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 競争入札に付する事項

茨 借入物品及び数量 運転免許台帳ファイリングシステム一式

芋 借入物品の特質等 仕様書による

鰯 契約期間 平成21年１月１日から平成25年12月31日まで

允 納入場所 仕様書による

印 入札方法 茨の借入物品について入札を実施する。入札金額

は、調達内容に係る一切の諸経費を含めた額とし、賃借料一月

当たりの単価に契約期間月数を乗じた金額を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に 100

分の５に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とする

ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

105分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 契約に係る特約事項

茨 この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成

17年宮崎県条例第81号）第２条第１項第１号の規定による契約

であり、県は、上記１の鰯の契約期間において次に掲げる場合

のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。

ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契

約に違反した場合

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以後において本件

契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合

芋 県は、茨の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損

害については、その賠償の責めを負わないものとする。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格

茨 この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件

をすべて満たす者とする。

ア 平成20年宮崎県告示第 233号に規定する資格を有する者で

あること。

イ 納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。

ウ 納入する物品の機能が仕様を満たし、当該物品を確実に設

置、設定できると認められる者であること。

エ 本件の借入物品について、保守、点検、修理、部品の提供

等のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供

できると認められる者であること。

オ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の

規定に該当しないこと。

芋 入札に参加しようとする者は、茨イからエまでの資格要件を

満たすことを証明する書類を提出しなければならない。

なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは

これに応じなければならない。

ア 提出場所 宮崎県警察本部警務部会計課用度係 宮崎市旭

１丁目８番28号 郵便番号 880−8509

電話番号0985（31）0110

イ 提出期限 平成20年９月９日（火）午後５時

ウ 提出方法 持参又は郵送（郵便にあっては、書留郵便に限

る。）により提出すること。

４ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 宮崎県警察本部警務部会計課用度係

芋 期間 平成20年８月７日から平成20年９月16日まで（土曜日

及び日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）

５ 入札説明書及び仕様書の交付

茨 場所 宮崎県警察本部警務部会計課用度係

芋 期間 平成20年８月７日から平成20年９月９日まで（土曜日、

日曜日を除く。午前９時から午後５時まで）

６ 入札説明会の場所及び日時

茨 場所 宮崎県警察本部１階 102会議室

芋 日時 平成20年８月22日（金）午後１時

７ 入札及び開札の場所及び日時

茨 場所 宮崎県警察本部１階 102会議室

芋 日時 平成20年９月17日（水）午後１時

８ 入札保証金

入札保証金については、宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則

第２号）第 100条の規定による。

９ 入札の無効に関する事項

宮崎県財務規則第 125条に規定する入札は、無効とする。

10 落札者の決定の方法
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予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。

11 契約に関する事務を担当する部局

宮崎県警察本部警務部会計課用度係

12 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

13 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機構（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達の停止等を要請する場合がある。この場合、

調達手続の停止等があり得る。

鰯 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

14 Summary

茨 Natureandquantityoftheproducttobepurchased:

LeaseContractofICDriversLicenceFilingSystem,1set

芋 Timelimitfortender:1:00p.m.17Sep,2008

鰯 Contactpointforthenotice:FinanceDivision,Miyaz-

akiPrefecturalPoliceHeadquarters,1-8-28Asahi,Miya-

zakiCity,MiyazakiPref.880-8509Japan.TEL:0985-31-

0110

入札公告

宮崎県警察捜査情報統合管理システム一式の調達に係る総合評価

一般競争入札を次のとおり実施する。

平成20年８月７日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 競争入札に付する事項

茨 調達物品及び数量 宮崎県警察捜査情報統合管理システム一

式

芋 調達物品の特質等 仕様書による

鰯 契約期間 平成21年１月１日から平成25年12月31日まで

允 納入場所 仕様書による

印 入札方法 茨の調達物品について、総合評価一般競争入札を

行うので、総合評価のための提案書（以下「提案書」という。）

及び入札書を指定した期日に提出すること。必要書類の種類及

び部数については、入札説明書による。入札金額は、調達内容

に係る一切の諸経費を含めた額とし、賃借料一月当たりの単価

に契約期間月数を乗じた金額を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に 100

分の５に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とする

ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

105分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 契約に係る特約事項

茨 この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成

17年宮崎県条例第81号）第２条第１項第１号の規定による契約

であり、県は、上記１の鰯の契約期間において次に掲げる場合

のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。

ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契

約に違反した場合

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以後において本件

契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合

芋 県は、茨の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損

害については、その賠償の責めを負わないものとする。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格

この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を

すべて満たす者とする。

茨 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の規

定に該当しないこと。

芋 平成20年宮崎県告示第 233号に規定する資格を有する者で、

業種が「サービス（役務の提供）に関する業種」のうち、営業

種目が賃貸業務で種目が電算機器又は営業種目が電算業務で種

目が電算処理（システム開発を含む。）若しくはその他である

こと。

鰯 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準

等に関する要綱（平成19年宮崎県告示第 341号）第９条に規定

する指名停止を受けていない者であること。

允 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停

止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められ

る者でないこと。

印 会社更生法（平成14年法律第 154号）第17条の規定に基づく

更正手続開始の申立て又は民事更正法（平成11年法律第 225号）

第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者に

あっては、当該手続開始決定後、宮崎県の一般競争入札参加資

格又は指名競争入札参加に係る随時の審査に基づく認定を受け

ている者であること。

咽 民事執行法（昭和54年法律第４号）に基づく差押等金銭債権

に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について

滞納処分の執行を受け支払が不可能になった者でないこと、又

は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でな

いこと。

員 過去において、当該業務に類似する業務を国又は地方公共団

体から受注した実績があること。

因 調達物品の設置場所において、当該物品に係る迅速なアフタ

ーサービス及びメンテナンスの体制が確立されていること。

４ 入札説明書及び仕様書の交付

茨 場所 宮崎県警察本部警務部会計課用度係 宮崎市旭１丁目

８番２８号

芋 期間 平成20年８月７日から平成20年８月20日まで（土曜日

及び日曜日を除く。午前９時から午後５時まで）

５ 入札説明会の場所及び日時

茨 場所 宮崎県警察本部１階 102会議室

芋 日時 平成20年８月20日（水）午後１時

６ 入札参加資格の審査

入札に参加しようとする者は、所定の入札参加資格確認申請書

に入札説明書に掲げる書類を添付して提出し、入札参加資格審査

（以下「資格審査」という。）を受けなければならない。

茨 入札参加資格確認申請書及び同申請書に添付する資料の提出

場所、提出期間及び提出方法

ア 提出場所 宮崎県警察本部警務部会計課用度係

イ 提出期間 平成20年８月20日から平成20年９月３日まで（

土曜日及び日曜日を除く。午前９時から午後５時まで）

ウ 提出方法 持参又は郵送（郵便にあっては、書留郵便に限

る。）により提出すること。

芋 資格審査結果の通知 資格審査の結果は、平成20年９月10日

（水）までに通知する。
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鰯 その他 資格審査を受けるために書類を提出した者（以下「

提出者」という。）は、提出された書類について説明を求めら

れたときは、これに応じなければならない。また、提出された

書類は返却しない。

７ 入札書及び提案書の提出場所、提出日時及び提出方法

茨 提出場所 宮崎県警察本部１階 102会議室

芋 提出日時 平成20年９月17日（水）午後２時

鰯 提出方法 持参又は郵送（郵便にあっては、書留郵便に限る。

）により提出すること。なお、郵送する場合には、平成20年９

月16日（火）午後５時必着とする。

８ 入札保証金

入札保証金については、宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則

第２号）第 100条の規定による。

９ 入札の無効に関する事項

宮崎県財務規則第 125条に規定する入札は、無効とする。

10 落札者の決定の方法

茨 有効な入札書を提出し、予定価格に 105分の 100を乗じて得

た額の範囲内の価格をもって入札した者であって、入札説明書

で定める総合評価の方法をもって価格その他の条件が宮崎県に

とって最も有利な者を落札者とする。ただし、落札者となるべ

き者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契

約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる

とき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を

乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められる

ときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価

格をもって申込みをした他の者のうち、入札説明書で定める総

合評価の方法をもって価格その他の条件が宮崎県にとって次に

有利な申込みをした者を落札者とする。

芋 提出された提案書は、別表の総合評価落札決定基準に示す各

項目の加点の上限の範囲内で、提案内容の評価に応じて加点（

以下「評価点」という。）を与えるものとする。

鰯 入札価格については、次の式により換算し、入札価格に対す

る点数（以下「価格点」という。）を与えるものとする。

価格点＝（１−入札金額×1.05／予定価格）×100

允 評価点及び価格点の合計点数（以下「評価数値」という。）

が最も高いものを落札予定者とする。

印 評価数値が同点の場合は、価格点の高い者を落札予定者とす

る。また、評価数値が同点で、かつ、評価点及び価格点のいず

れも同点の場合は、くじ引きとする。

咽 落札者については、入札日以降に実施する総合評価一般競争

入札審査委員会において、学識経験者の意見聴取を行った上で

決定するものとする。

11 契約に関する事務を担当する部局

宮崎県警察本部警務部会計課用度係

12 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

13 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機構（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達の停止等を要請する場合がある。この場合、

調達手続の停止等があり得る。

鰯 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

14 Summary

茨 Natureandquantityoftheproducttobepurchased:

LeaseContractMiyazakiPrefecturalPoliceInformaition

ManagementSystem ofInverstigation,1set

芋 Timelimitfortender:2:00p.m.17Sep,2008

鰯 Contactpointforthenotice:FinanceDivision,Miyaz-

akiPrefecturalPoliceHeadquarters,1-8-28Asahi,Miya-

zakiCity,MiyazakiPref.880-8509Japan.TEL:0985-31-01

10
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宮崎県公安委員会公告第17号

警備業法（昭和47年法律第 117号）第23条に規定する、警備員又

は警備員になろうとする者を対象とする検定を、鹿児島県公安委員

会と共同で、次のとおり実施する。

平成20年８月７日

宮崎県公安委員会委員長 田 代 知 代

１ 検定の種別、級及び検定実施日時

※ 当日の受付は、午前９時から午前９時30分までの間に済ませ

ること。

２ 実施場所

宮崎郡清武町大字今泉丙2559番地１

宮崎県建設技術センター

３ 定員

30人（鹿児島県公安委員会が受付けする受検者を含むものとし、

受付先着順とする。）

４ 受検資格

宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している

警備員で、次のいずれかに該当するもの

茨 警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規

則第20号。以下「検定規則」という。）第８条第１号に該当す

る者

芋 検定規則第８条第２号に該当する者として、都道府県公安委

員会から貴重品運搬警備業務に係る１級検定受検資格認定書の

交付を受けているもの

５ 検定申請手続

茨 受付期間、時間

平成20年９月29日（月）から10月10日（金）まで（土、日曜

を除く。）の午前９時から午後５時まで

芋 検定申請書等提出先

申請者の住所地又はその属する営業所の所在地を管轄する警

察署とする。（郵送による提出は認めない。）

鰯 提出書類

ア 検定申請書 １通

イ 住所地を疎明する書面（宮崎県内に住所を有する者に限る。

）

ウ 当該営業所に属していることを疎明する書面（宮崎県外に

住所を有し、宮崎県内の営業所に属する警備員に限る。）

エ 写真２枚（申請前６月以内に撮影した縦3.0センチメートル、

横2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身像、無

背景で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 貴重品運搬警備２級検定合格証明書の写し及び貴重品運搬

警備２級検定合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備

業務に従事した期間が１年以上であることを証する書面（検

定規則第８条第１号に規定する者）

カ １級検定受験資格認定書（検定規則第８条第２号に規定す

る者に限る。）

キ 代理人が提出する場合は、申請者の委任状

６ 手数料

検定申請書を提出する際、１６,０００円相当額の宮崎県証紙により

納付すること。

納付された手数料については、受検辞退その他いかなる場合に

も返還しない。

７ 検定の方法

学科試験及び実技試験により行う。

なお、学科試験を実技試験の前に行い、学科試験に合格しなか

った者に対しては実技試験を行わない。

また、実技試験においても、試験途中に合格点に達しないこと

が明らかとなった場合は、その者に対する試験を中断し、以降の

実技試験は行わない。

茨 学科試験の内容

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両（以下

「貴重品運搬警備業務用車両」という。）並びに車両による

伴走及び周囲の見張りに関すること。

エ 貴重品運搬警備業務の管理に関すること。

オ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等

の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

芋 実技試験の内容

ア 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲

の見張りに関すること。

イ 貴重品運搬警備業務の管理に関すること。

ウ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等

の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

８ その他

茨 受検票は、当日検定会場で交付する。

芋 受検に際しては、筆記用具、室内用運動靴を持参すること。

鰯 本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活

安全企画課警備業係（電話代表0985-31-0110）に行うこと。

允 この検定の実施に際して収集する個人情報は、この検定のた

めに必要な範囲でのみ利用する。

宮崎県公安委員会公告第18号

警備業法（昭和47年法律第 117号）第23条に規定する、警備員又

は警備員になろうとする者を対象とする検定を、次のとおり実施す

る。

平成20年８月７日

宮崎県公安委員会委員長 田 代 知 代

１ 検定の種別、級及び検定実施日時

※ 当日の受付は、午前９時から午前９時30分までの間に済ませ

ること。

２ 実施場所

宮崎郡清武町大字今泉丙2559番地１

公安委員会公公安委員会公告告

実 施 日 時級種 別

平成20年11月13日午前９時30分から午後

５時ころまでの間

１級貴重品運搬警

備

実 施 日 時級種 別

平成20年11月12日午前９時30分から午後

５時ころまでの間

２級貴重品運搬
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宮崎県建設技術センター

３ 定員

15人

４ 受検資格

宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している

警備員

５ 検定申請手続

茨 受付期間

平成20年９月29日（月）から10月10日（金）まで（土、日曜

を除く。）の午前９時から午後５時まで

芋 検定申請書等提出先

受検者の住所地又はその属する営業所の所在地を管轄する警察

署（郵送による提出は認めない。）

鰯 提出書類

ア 検定申請書 １通

イ 住所地を疎明する書面（宮崎県内に住所を有する者に限る。

）

ウ 当該営業所に属していることを疎明する書面（宮崎県外に

住所を有し、宮崎県内の営業所に属する警備員に限る。）

エ 写真２枚（申請前６月以内に撮影した縦3.0センチメートル、

横2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身像、無

背景で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 代理人が提出する場合は、申請者の委任状

６ 手数料

検定申請書を提出する際、１６,０００円相当額の宮崎県証紙により

納付すること。

納付された手数料については、受検辞退その他いかなる場合に

も返還しない。

７ 検定の方法等

学科試験及び実技試験により行う。

なお、学科試験を実技試験の前に行い、学科試験に合格しなか

った者に対しては実技試験を行わない。

また、実技試験においても、試験途中に合格点に達しないこと

が明らかとなった場合は、その者に対する試験を中断し、以降の

実技試験は行わない。

茨 学科試験の内容

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲

の見張りに関すること。

エ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等

の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

芋 実技試験の内容

ア 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲

の見張りに関すること。

イ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等

の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

８ その他

茨 受検票は、当日検定会場で交付する。

芋 受検に際しては、筆記用具、ひも付き警笛、雨着（雨天時の

み）を持参すること。

鰯 本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活

安全企画課警備業係（電話代表0985-31-0110）に行うこと。

允 この検定の実施に際して収集する個人情報は、この検定のた

めに必要な範囲でのみ利用する。
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